
旭川市東旭川学校給食センターの給食調理業務委託に係る 
サウンディング型市場調査 実施結果の概要 

 
 
１ 調査の目的 
 本市では，「行財政改革推進プログラム２０２０」を策定し，持続可能な財政運営と行政サービ

スの維持のため，民間活力の活用を掲げ，施設等のサービスの向上と効率的な管理運営体制の検

討を進めています。民間事業者の皆さまとの対話の場を設定し，旭川市東旭川学校給食センター

の調理業務について，民間委託した場合の安全安心な学校給食の確保策や，民間のノウハウを生

かした効果的・効率的な実施方法など，幅広く御意見や御提案をいただくことを目的として調査

を実施したものです。 
 
２ 対象施設 
 旭川市東旭川学校給食センター 
 
３ 調査の経過 

日  程 内容（カッコ内は参加者数） 

令和３年 ９月１３日（月） 調査実施の公表 

令和３年１０月 ６日（水） 現地見学会及び説明会（９者） 

令和３年１１月１６日（火）～２９日（月） サウンディング実施 

 
４ サウンディングの参加者 
 ７者（市内１者，市外６者） 
 
５ サウンディング結果の概要（主な意見・提案） 
（１）給食の質の維持や安全性の確保・向上させる取組や提案について 
・学校給食業務に関する実績を生かし，施設に合わせた業務マニュアルを作成 

・委託者が受託業者に期待する内容を提案させる方式での委託 

・学校給食法の目的達成や給食を通じた食育に係る基本方針を定めた業務遂行 

・徹底した衛生管理と多様な献立に対応できる調理従事者のスキルアップ 

・民間の専門性やノウハウを生かした調理技術や管理体制による運営 

・献立の意図を理解した調理業務や衛生管理の仕組みの継続的な改善 

・学校給食法や食育基本法等の実現に向け，生徒や保護者の意見を踏まえた献立の改善や    

ＨＡＣＣＰの考えに基づいた衛生管理の徹底 

 



（２）給食調理業務を受託するに当たり効率的な運営手法，コスト縮減に関する提案について 
・パート職員の勤務時間帯を複数設け，必要時に必要な人数を配置することによる効率化 

・安全性を担保した上で作業効率化を図り，委託上限金額内で実施可能な提案による経費の縮減 

・業務が少ない時間帯は少人数でも業務遂行できるよう短時間勤務の選択制を導入 

・調理員の出退勤時刻を細分化することによる配置人員の効率化，省エネ意識喚起による   

光熱費の削減 

・調理員の勤務日数，勤務時間，待遇の柔軟な運用と官民の適切な役割分担 

・調理業務以外に施設管理等を含めた一体的な業務委託 

・作業者の動線を分析，可視化した配置，適正な組織編成と人材確保 

（３）給食調理業務に配送業務を含めた場合のコスト面でのメリットについて   
・配送担当者が，例えば施設管理も担うことによる効率化も可能 

・調理と配送を同一事業者が担うことで，人件費，消耗品費等経費の効率化や衛生教育を含む  

衛生管理の徹底が可能 

・配送員の内製化，配送，配膳業務の見直しによる効率化 
（４）衛生管理について，業務手順や運用管理面での効率化，コスト縮減に向けた考えについて 

・基本的な衛生管理事項を写真や図を用いた掲示物の掲示による指示の効率化 

・ＨＡＣＣＰの考え方を基本とした運営体制の構築 

・各種衛生管理等マニュアル，衛生教育カリキュラムに基づく指導 

・衛生や調理，危機管理等に関する各種マニュアルとＨＡＣＣＰを踏まえたリスク管理 

・各種マニュアルや作業基準を踏まえた効率的な実施 

・衛生管理の専門部署による調理現場への指導，各種マニュアルを踏まえた定期巡回や衛生  

研修の実施 

・ＩоＴを活用した温度，時間管理，衛生監査の外部委託の活用 
・効率化以外の人件費節減は質の低下を招きかねず，衛生管理経費の節減は難しい。 

（５）食材の地産地消の割合を高める取組や食育に関する取組について 
・地場産野菜の受入に係る協力や，施設見学時に調理内容の説明等を行う食育活動 

・地場産野菜を積極的に活用する調理への柔軟な対応や地域の伝統メニューの提供への協力 

・食育体験活動や調理体験など，児童生徒とのコミュニケーションによる食育の支援 

・中学生の給食調理の職場体験を通じた将来の職業選択への支援 

・献立事例の提供や泥付きの地場産食材の活用による地産地消の支援，調理体験，料理教室の 

 開催等の食育活動の支援 

・献立情報早期提示による地場産品の納入促進等 

・調理風景を動画撮影し，地元産の食材を使用していることを知る機会，地元の食文化について

学ぶ教材として活用 

 



（６）給食調理業務を受託した場合の従事者の人材育成について 

・終礼時間等を活用した衛生研修の実施 

・独自の教育ツールを用いた配属前研修や安全衛生に関する基礎知識の習得 

・現場職員へ独自の人財育成計画による教育，正社員登用制度の活用 

・有資格者の定期巡回による調理現場の確認と指導，問題点の周知と改善，複数回の衛生講習 

 会の実施 

・衛生管理マニュアルによる定期巡回や衛生研修，業務責任者による衛生指導 

・各従事者ごとの段階的な育成方針，役職に応じた計画的な人材育成のための研修，指導 

・属人的な作業を省略しＩＴを活用して効率化し，献立作成する栄養士，調理員のキャリアアッ

プに配慮した体制づくり 
（７）給食調理業務を受託した場合の準備期間について 

委託の条件により異なるが，おおむね必要な期間として提示があった期間として， 

・約１か月程度（夏期休暇期間を利用） 

・半年～１年程度（直営職員の引き受けや衛生基準等の教育，訓練を実施） 

・約６か月程度（人財の確保，経験者，市内在住者の優先雇用など） 

・夏休み期間中（原則は引き続き雇用を希望する職員を採用する） 

・３～４か月程度（車両を準備する必要があれば約１年程度必要） 

・約３か月程度（職員の確保，衛生専門部署による安全衛生管理教育を徹底） 

・１年程度（システム開発を除き，うち職員確保は６か月，養成期間は３か月） 

 
６ サウンディング結果を踏まえた今後の方針 
 今回の調査では，給食調理業務の委託に係る意見提案はもとより，雇用職員の勤務形態や育成

に関すること，また，給食の配送や施設管理も含めた業務委託に関することなど，様々な提案を

いただきました。 
 今後は，今回の調査結果を踏まえ，東旭川学校給食センターの給食調理業務を委託する場合の

基本的な考え方を整理してまいります。 
 
 
 
 
 
 
 


